
特定防衛施設周辺整備調整交付金の算定基礎の緩和に関する防衛省令の改正及び 
航空自衛隊松島基地の防災機能強化等に関する意見書 

 
 本市は特定防衛施設である松島飛行場を抱え、基地設置以来、協力・協調を軸として基

地との調和を進めてきました。昭和４９年より特定防衛施設周辺整備調整交付金（以下、

９条交付金と言う。）の交付を受け、基地周辺の環境整備向上に充ててきました。また、  

平成２３年の施行令改正に伴い、本市は従前のハード事業からソフト事業中心へ施策転換

を行い、防衛省補助で整備した施設の指定管理委託費や中学三年生までの子ども医療費や

学校教育環境整備の財源に充てるなど、必要不可欠な財源となっており、９条交付金の財

源確保は今後の市民生活の安定や福祉向上に大切な財源となっております。しかし、この

大切な財源が、合併１０年間は特例算定がなされてましたが、防衛省としては１０年目で

一本算定の対象としたことと、東日本大震災が重なり、松島飛行場が通常運用されておら

ず、算定の基礎となる飛行回数や人口の減少など、不利な状況が重なってしまいました。 
総務省が打ち出した「地方の実情に配慮した段階的な削減」という方針とは異なってい

る状況です。 
また、東日本大震災時、航空自衛隊松島基地は市同様に甚大な被害を受けております。 
基地の位置は、東松島市の地理上、重要な位置にあり、基地との一体的な復旧・復興が

急務となっております。 
 市と基地の一体的なまちづくりは重要な課題であり、協力・協調態勢の継続の大きな原

動力にもなります。しかしながら、現在進行している基地内の復旧・復興事業に市が行っ

ている事業との間に一部空白地帯が生じている事も事実であり、市が整備している嵩上げ

道路や高盛り土等との事業調整が必要であります。 
 加えて、東日本大震災の際には、陸海空の自衛隊の活動は、市民に大きな感動と勇気を

いただき、現在のまちづくりにも大きな影響を与えています。国防に関する取組に欠かせ

ない広報施設の重要性は、今後の基地対策の要となることから、広く国民や本市周辺の住

民へのＰＲの場となる関連施設を整備されるよう、次の事項について強く要望します。 

 
１．特定防衛施設周辺整備調整交付金の算定に関する防衛省令の改正 

 本市は合併１０年を迎えたことと、また東日本大震災の被災市でもあるため、総務省に

よる普通交付税の激変緩和措置同様に特定防衛施設周辺整備調整交付金の運用基準を定め

た防衛省令に「大災害時の特例制度」及び「合併市町村への段階的緩和措置制度」を設け

ること。 

 
２．航空自衛隊松島基地の防災機能強化について 

 本市は、沿岸部の「防潮堤」、内陸部の「防災盛土」や「嵩上げ道路」といった多重防御

施設整備を進めており、松島基地における防災機能強化と一体的に、特に南浦地区立沼地

区といった基地滑走路北側地区に空白地帯が生じているため、市と基地が一体となる災害

に強い防災都市を構築するよう要望します。 

 
３．自衛隊宮城地方協力本部石巻地域事務所の移転拡充及び基地広報館の設置 



 東日本大震災への応急対応や復旧に際しての自衛隊の活躍は本市民に大きな感動を与え

ました。さらには昨今の国際平和維持活動などにより、国防という崇高な志をもつ自衛官

任官希望者が増えており、国民の関心が高まっているところであります。 
現在、本市の東端に位置しているが、航空自衛隊松島基地に近接した本市中心部である

ＪＲ仙石線矢本駅付近等に移転されるよう要望いたします。 
加えて、東日本大震災の際の目覚ましい活躍や本市と連携した復興まちづくりへの貢献、

そして、今後の国防への取り組み及び被災した基地内資料館展示機能等を具備し、広く国

民へＰＲできる場を併設整備することにより、基地と本市の協力・協調のモニュメントと

しても期待されます。さらに特筆すべきは、間近にブルーインパルスの母基地での訓練状

況の見学等ができ、国民の理解のほか、本市にとりましても交流人口増加等の相乗効果が

生じるものと期待されますことから、自衛官募集事務所の移転拡充措置を講ぜられますよ

う、要望いたします。 

 
 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。 

 
 
平成２７年１２月１７日 
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